
　　　　　　　　　　　　　　　　　社会保険労務士法人　大野事務所　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

法改正の動向

社会保険労務士法人　大野事務所

－「労働基準法の一部を改正する法律」を中心に－－「労働基準法の一部を改正する法律」を中心に－
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　労働基準法の一部を改正する法律の概要

１．趣旨１．趣旨
　長時間労働者の割合の高止まり等に対応し、生活時間を確保しながら働くことができるように
するため、労働時間制度の見直しを行う等所要の改正を行う。

　⇒　いわゆるワーク・ライフ・バランス（ＷＬＢ）の推進⇒　いわゆるワーク・ライフ・バランス（ＷＬＢ）の推進

２．概要２．概要
（１）時間外労働の削減（１）時間外労働の削減

　４５時間まで　割増賃金２５％

　４５時間超　　労使間で時間短縮・割増賃金率を引き上げる措置
　６０時間超 割増賃金５０％　ＯＲ　引き上げ分の割増賃金の支払に代えて有給の休暇付与
　　　　　　　　　　

（２）年次有給休暇の有効活用（２）年次有給休暇の有効活用

　５日分は子の通院等の事由に対応するため、時間単位での年休取得を可能とする。

３．施行期日３．施行期日

　　平成２２年４月１日平成２２年４月１日
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　労働基準法第37条

　　　　　　　　　　（時間外、休日および深夜の割増賃金）

月６０時間を超える時間外割増賃金率の引き上げ（５０％）月６０時間を超える時間外割増賃金率の引き上げ（５０％）

　１ヵ月６０時間を超える時間外労働１ヵ月６０時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が現行の25％から5050％％に引き上げられる。

割賃代替休暇の導入割賃代替休暇の導入

① 事業場で労使協定の締結労使協定の締結が必要

② 法改正による引き上げ分の割増賃金（25％分）

に代えて、有給の休暇を付与することができる。

中小企業については当分の間、適用しない中小企業については当分の間、適用しない

①当分の間とは、施行から３年経過後施行から３年経過後に改めて検討するもの

②中小企業の定義は、中小企業基本法に準じたもの

産業分類　卸売業　 　：大分類　Ⅰの中分類４８から５３

　　　　　　　小売業　 　：大分類　Ⅰの中分類５４から６１

　　　　　　　サービス業：大分類　Ｌ

例）　時間外労働を月９２時間行った場合　例）　時間外労働を月９２時間行った場合　

　⇒　９２時間－６０時間＝３２時間）

　⇒　３２時間×２５％＝８時間

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

　８時間分の有給休暇を付与することで支払いに代えられる。　８時間分の有給休暇を付与することで支払いに代えられる。

小売業 ５０人以下 小売業 5千万円以下

サービス業 １００人以下 サービス業 5千万円以下

卸売業 １００人以下 卸売業 1億円以下

上記以外 ３００人以下 上記以外 3億円以下

または

＊　猶予される中小企業

　② 資本金の額または出資の総額が　① 常時使用する労働者数が
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　労働基準法第36条第２項
　　　　　　　　　　（時間外及び休日の労働 ）

限度時間（１月４５時間）を超える時間外労働を行う場合限度時間（１月４５時間）を超える時間外労働を行う場合

　

　① 特別条項付の三六協定では、月４５時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めること（義務）（義務）

　

　② ①の率は法定割増賃金率（２５％）を超える率とするように努めること（（努力義務努力義務））

　

　③ 月４５時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること（（努力義務努力義務））　　　　

大企業 中小企業 大企業 中小企業

25％

（義務）

25％

（義務）

６０時間

４５時間

月の時間外

労働時間数

25％を超える率

（努力義務）

【現行】 【改正後】

25％

（義務）

25％

（義務）

50％

（義務）
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　労働基準法第39条第４項

　　　　　　　　　　（年次有給休暇）

時間単位での年次有給休暇の取得（年５日までを限度として）時間単位での年次有給休暇の取得（年５日までを限度として）
　事業場で労使協定を締結労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得できる。

　① 時間単位で取得するか日単位で取得するかは、 労働者が選択できる。

　

　② パートタイム労働者等にも適用される。

　

　③ 詳細については施行日までに厚生労働省令で定められる。

　

1H 1H 1H 1H 1H

1H 1H 1H 1H 1H

1H 1H 1H 1H 1H

1H 1H 1H 1H 1H

1H 1H 1H 1H 1H

1H 1H 1H 1H 1H

1H 1H 1H 1H 1H

1H 1H 1H 1H 1H

１日

8H

１日

8H

１日

8H

１日

8H

１日

8H

年次有給休暇の付与日数

５日以内
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　労働関係における主な法改正等の動向

　　－労働者派遣法の一部を改正する法律案（平成２０年１１月４日提出）ー

１．概要１．概要
　

２．施行期日２．施行期日

　平成２１年１０月１日、上記『規制強化』の部分については平成２２年４月１日を予定　平成２１年１０月１日、上記『規制強化』の部分については平成２２年４月１日を予定

派 遣 労 働 者 の
保 護

① 有 期 雇 用 派 遣 労 働 者 等 の 常 用 化 の 努 力 義 務 化
② い わ ゆ る マ ー ジ ン 等 に つ い て の 情 報 提 供 を義 務 化

常 用 型 派 遣
選 好 へ の 誘 引

① 雇 用 申 込 義 務 の 除 外 （２６業 務 に 限 る ）
② 特 定 目 的 行 為 （事 前 面 接 等 ）の 解 禁

① 派 遣 先 に 対 す る 労 働 契 約 申 込 み の 勧 告 制 度
② 処 分 逃 れ 防 止 の た め 、 欠 格 事 由 を整 備

違 法 派 遣 へ の
対 処

規 制 強 化
① 日 雇 派 遣 等 雇 用 期 間 ３０日 以 内 の 労 働 者 派 遣 の 原 則 禁 止
② グ ル ー プ 企 業 派 遣 の 派 遣 時 間 割 合 を８割 以 下 に 規 制
③ 離 職 １年 以 内 の 者 の 同 一 派 遣 先 へ の 派 遣 ・受 入 禁 止
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　労働関係における主な法改正等の動向

　　ー雇用保険法等の一部を改正する法律案（平成２１年１月２０日提出）ー

１．概要１．概要

２．施行期日２．施行期日

　平成２１年４月１日、上記『育児休業給付の見直し』については平成２２年４月１日　平成２１年４月１日、上記『育児休業給付の見直し』については平成２２年４月１日

非 正 規 労 働 者 に 対 す る セ ー フ テ ィ ネ ッ ト 強 化

① 受 給 資 格 要 件 の 緩 和 　 ： 　 被 保 険 者 期 間 １ ２ ヶ 月 ⇒ ６ ヶ 月
② 給 付 日 数 の 充 実 　 　 　 　 ： 　 解 雇 等 に よ る 離 職 者 並 み
③ 適 用 基 準 の 緩 和 　 　 　 　 ： 　 １ 年 以 上 雇 用 見 込 み ⇒ ６ ヶ 月 以 上 雇 用 見 込 み

○ 休 業 中 と 復 帰 後 に 分 け て 支 給 し て い る 給 付 を統 合 し 、 全 額 を休 業 期 間 中 に 支 給

育 児 休 業 給 付 の 見 直 し

雇 用 保 険 料 率 の 引 き 下 げ

○ 平 成 ２ １ 年 度 に 限 り 、 １ ． ２ % か ら ０ ． ８ % へ 引 き 下 げ
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　その他労働関係における主な法改正等

１．職業安定法施行規則１．職業安定法施行規則

（１）概要（１）概要

　①ハローワークによる内定取消し事案の一元的把握　①ハローワークによる内定取消し事案の一元的把握　

　②事業主がハローワーク等に通知すべき事項の明確化　②事業主がハローワーク等に通知すべき事項の明確化

　③採用内定取消しを行った企業名の公表　③採用内定取消しを行った企業名の公表

（２）施行期日（２）施行期日

　平成２１年１月１９日　平成２１年１月１９日

２．次世代育成２．次世代育成支援対策推進法支援対策推進法 　　　　　　

○概要および施行期日○概要および施行期日

　　　　 ①①一般事業主行動計画の公表および従業員への周知を義務化一般事業主行動計画の公表および従業員への周知を義務化

・　３０１人以上の労働者を雇用する事業主は平成２１年４月１日より

　 ・　１０１人以上の労働者を雇用する労働者は平成２３年４月１日より

②一般事業主行動計画の策定・届出義務の対象企業範囲を拡大②一般事業主行動計画の策定・届出義務の対象企業範囲を拡大

　 ・　平成２３年４月１日より、１０１人以上の労働者を雇用する事業主まで拡大。
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